
札幌圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定 （市決定） 

都市計画北 3 東 11 周辺地区第一種市街地再開発事業を次のとおり決定する。 

名    称  北 3 東 11 周辺地区第一種市街地再開発事業 

施行区域面積  約 2.5ha 

公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道  路 

種 別 名 称 幅 員 延 長 備   考 

都市計画道路 
３・３・３ 

北３条通 
27.27ｍ 約 260ｍ 駅前広場整備中 

区画道路 北３東１０中通線 9.00ｍ 約 145ｍ 整備予定 

     

     

公園および

緑地 

種 別 名 称 面 積 備    考 

該当なし    

下 水 道  伏古川処理区 （下水道管 300～750 ㎜） 

その他の 

公共施設 
 該当なし 

建 

築 
物 

の 

整 

備 

街 

区 

名 

建 築 物 敷地面積に対する 

主要用途 

用

途

地

域 

(参考)地区計画の制限内容 

建築面積 延べ面積 
建築面積

の割合 

建築物

の延べ

面積の

割合 

容
積
率
の
最
高
限
度 

容
積
率
の
最
低
限
度 

建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度
（
※
１
） 

建
築
面
積
の
最
低
限
度
（
※
２
） 

壁
面
位
置
の
制
限
（
※
３
） 

Ａ 約 1,500 ㎡ 約 22,500㎡ 約 4/10 約40/10 
共同住宅 

商業施設 

近
隣
商
業
地
域 

40/10 15/10 6.5/10 200㎡ 
別添図 

による 

Ｂ 約 5,300 ㎡ 約 35,800㎡ 約 7/10 約35/10 

共同住宅 

医療施設 

福祉施設 

商業施設 

近
隣
商
業
地
域
・
準
工
業
地
域 

35/10 15/10 6.5/10 200㎡ 

別添図 

による 



建 

築 

物 

の 

整 

備 

Ｃ 約 500 ㎡ 約 2,000 ㎡ 約 5/10 約20/10 宗教施設 

近
隣
商
業
地
域
・
準
工
業
地
域 30/10 10/10 6.5/10 200㎡ 

別添図 

による 

Ｄ 約 600 ㎡ 約 1,700 ㎡ 約 6/10 約20/10 業務施設 

近
隣
商
業
地
域 

全 

体 

約 7,900 ㎡ 約 62,000㎡ 

 

建
築
敷
地
の
整
備 

建築敷地面積 整  備  計  画 

約 14,700 ㎡ 公開的空地は敷地面積に対し約２０％を確保する。 

（※１）建築物の建ぺい率の最高限度は、札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第 5 条第 2 項

第 2 号に該当する建築物にあっては 10 分の 1 を加えた数値とする。 

（※２）建築物の建築面積の最低限度は、付属建築物については適用しない。 

（※３）建築物の壁面の位置の制限の適用の除外については、札幌圏都市計画ＪＲ苗穂駅周辺地区地区計画に定める

とおりとする。 

 

「施行区域、公共施設の配置及び街区の配置は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

北 3東 11周辺地区を含む苗穂地区は、都心に近接したＪＲ苗穂駅の周辺に位置しながら、ＪＲ線および苗穂工場に

より地区が南北に分断され、自動車や歩行者の円滑な移動が困難な状況であると同時に、小規模な工場や倉庫、青空

駐車場が存在するなど、適切な土地利用更新が図られていなかった。 

 このため当地区は、ＪＲ駅の移転橋上化事業にあわせて、共同住宅、商業施設、医療施設などを整備する再開発事

業を実施することで、都市機能の更新と土地の高度利用を図る。 
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北 3東 11周辺地区第一種市街地再開発事業

施行区域（約2.5ha）
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札幌圏都市計画第一種市街地再開発事業　区域図
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施行区域

道路境界線

壁面の位置の制限
壁面の位置の制限

（地盤面からの高さが 12ｍを超え
　45ｍ以下の部分に限る）

壁面の位置の制限
（地盤面からの高さが 12ｍ

を超える部分に限る）

低層部（12ｍ以下） 中層部（45ｍ以下） 高層部（90ｍ以下）

壁面の位置の制限
・ 地区施設である屋内広場、主要な公共施設である空中歩廊の
　外壁等の部分については適用しない。
・ 自動車車庫の用途に供し、高さが 45ｍ以下であるものについては適用しない。
・ 道路施設、駐輪場の上屋、バス停の上屋、巡査派出所、その他これらに類する
　公益上必要な施設については適用しない。

札幌圏都市計画第一種市街地再開発事業　別添図

縮尺　1：1000

壁面の位置の制限
（地盤面からの高さが 45ｍ

を超える部分に限る）




